
上質で高級感のある宿泊施設整備を支援します！！

多様な宿泊施設整備支援事業補助金
（旅の目的となる上質な宿泊施設）

補助率：１／２（補助上限額６，０００万円）

補助金の内容や応募方法、説明会等の詳細については、県ＨＰをご覧ください。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankou/tabinomokuteki_05.html

＜お問合せ先＞

福井県観光誘客課 TEL：0776-20-0291

周遊観光グループ Mail：kankou@pref.fukui.lg.jp

北陸新幹線福井・敦賀開業や中部縦貫自動車道の県内全線開通に向けて、上質な宿
への滞在を求める観光客に対応できる受入環境を整備するため、大規模な施設整備を
実施する県内宿泊事業者への支援制度を設けました。

〔補助対象者〕
県内で宿泊事業を行う民間事業者、 または新たに宿泊事業を始めようとする民間事業者
（旅館業法第３条第１項に規定する許可を得た者、または得る予定の者）
〔補助対象事業〕
上質な宿泊施設への改修、整備事業であり、次のすべてに該当する事業
（１）県が選定した専門家からの意見を反映させて事業を実施すること
（２）上質な宿での滞在を求める観光客に選ばれる宿泊施設を整備する事業計画であること

・事業後はすべての客室が平均客室単価２万円以上となること
・特別室やコンセプトルーム等、特別感が出る客室を設置すること

（３）事業計画の策定にあたっては、金融機関等に確認を取ること
（４）総事業費が２０，０００千円を超える事業であること
（５）改修については、施設全体を改修対象とする事業であること
（６）改修を実施する事業者においては本事業で支援する改修により平均客室単価の向上が

図られること
（７）観光庁「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」の”高付加
価値経営旅館等“もしくは”準高付加価値経営旅館等“への登録申請をしていること

（８）以下の１～４のすべてについて対応可能である、または今後対応予定であること
１ キャッシュレス決済（クレジットカード、QRコード決済等）
２ Wi-Fi環境
３ 外国語によるサービス内容の説明
（外国語メニュー、外国語によるサービス説明書の用意等）

４ インターネットを通じた予約受付
（９）整備事業完了日の属する月の年度から３年間、利用状況等を報告すること

〔応募締切〕
令和５年８月１８日（金）１７時

本補助金についての説明会を開催します。
日時：令和５年４月２６日（水）１３：３０～１４：３０

オンライン開催（Microsoft Teams）


